
 

 

船舶事故調査報告書 

平成２９年１２月２０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２９年７月１８日 ０７時４３分ごろ 

発生場所 長崎県壱岐市壱岐島東方沖 

 名島
な し ま

灯台から真方位０４９°４.６海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３３°４７.１′ 東経１２９°５５.７′） 

事故の概要 漁船男
だん

海
かい

は、北進中、押船第八十八金
きん

栄
えい

丸と押船列を構成して錨泊

中のバージ第八十八金
きん

栄
えい

丸に衝突した。 

事故調査の経過 平成２９年７月１９日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 押船 第八十八金栄丸、１３８トン 

   １３５４８１、株式会社有明商事 

Ｂ バージ 第八十八金栄丸、１,１０２トン 

   なし、株式会社有明商事 

Ｃ 漁船 男海、１６トン  

   ＮＳ２－１３６０２（漁船登録番号）、株式会社カイユウ 

   第２９２－５０９４６号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、四級海技士（航海） 

Ｂ なし 

Ｃ 船長Ｃ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 左舷船首部ハンドレールに曲損 

Ｃ 船首部に亀裂 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向  南西、風力  ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過 

 

Ａ船は、船長Ａほか６人が乗り組み、Ｂ船と押船列（以下「Ａ船押

船列」という。）を構成し、平成２９年７月１８日０５時４０分ご

ろ、壱岐島東方沖６.５Ｍ付近において、Ｂ船の左舷錨を投下し、Ａ

船押船列の船首を西南西方に向け、Ｂ船に黒色球形形象物を表示して

砂利採取作業を開始した。 

 船長Ａは、レーダーでＡ船の左舷正横約１.５Ｍのところに、Ａ船

押船列に向かって来るＣ船の映像を認め、Ｃ船との距離が約７００ｍ

になったところで不安を感じて汽笛を２～３秒吹鳴し、Ｃ船が約３０

０ｍに接近してから汽笛を吹鳴し続けたが、Ｃ船の進路が変わらず、

０７時４３分ごろＢ船の左舷船首部にＣ船の船首部が衝突したのを視



 

 

認した。 

Ｃ船は、船長Ｃが１人で乗り組み、０６時００分ごろ長崎県対馬市

対馬東方沖の漁場に向けて佐賀県唐津市唐津港を出港し、約１３ノッ

トの対地速力で、自動操舵により北進を続けていた。 

船長Ｃは、椅子に腰を掛けて見張りを行っていたところ、周囲に他

船を見掛けなくなり、眠気を催し、いつしか居眠りに陥った。 

船長Ｃは、衝撃を感じ、Ｃ船とＢ船とが衝突したことに気付いた。 

分析 Ａ船押船列は、Ｂ船に黒色球形形象物を表示して錨泊中、船長Ａが

接近するＣ船を認めて汽笛を吹鳴したものの、Ｃ船がＢ船に衝突した

ものと考えられる。 

Ｃ船は、自動操舵により北進中、船長Ｃが居眠りに陥ったことか

ら、錨泊中のＢ船に衝突したものと考えられる。 

船長Ｃは、海上が穏やかで周囲に他船を見掛けなかったこと、及び

自動操舵として椅子に腰を掛けた楽な姿勢で見張りを続けたことか

ら、居眠りに陥った可能性があると考えられる。 

原因 本事故は、Ｃ船が、自動操舵により北進中、船長Ｃが居眠りに陥っ

たため、錨泊中のＢ船に衝突したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え 

られる。 

・眠気を催した場合には、手動操舵として立って操船したり、外気

に当たったりするなどして眠気を払拭すること。 

 


